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問 20次の記述のうち,等価線量の算定に関する記述 として,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれ

か。ただし,中性子線による被ばくはないものとする。

A 皮膚については,70マ イクロメー トル線量当量のみとする。

B 眼の水晶体については,1セ ンチメートル線量当量のみとする。 3ⅢⅢ

C 妊娠中である女子の腹部表面については,1セ ンチメー トル線量当量のみとする。

D 皮膚及び眼の水晶体以外の部位については,1セ ンチメー トル線量当量のみとする。 l～唄セ 1↓な1、

l Aと B 
こ三)Aと

C  3 Bと C  4 Bと D  5 Cと D

問 21放射線の量の測定に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれか。

A lllテ ラベクレルの密封された放射性同位元素のみを固定 して使用 し,取扱いの方法及びしゃへい

壁の位置が一定 していることから,放射線の量の測定は,6月 を超えない期間ごとに 1回行った。

B 偶数月にのみ,密封 されていない放射性同位元素を取 り扱 う施設であつたが,放射線の量の測定

は,1月 を超えない期間ごとに 1回行つた。

C 37ギガベクレルの密封 された放射性同位元素のみを使用施設内で移動 して取 り扱 うことから,放

射線の量の測定は,3月 を超えない期間ごとに 1回行つた。

D 3テ ラベクレルの密封 された放射性同位元素のみを固定 して使用 し,取扱いの方法及びしやへい壁

の位置が一定 していることから,放射線の量の測定は,3月 を超えない期間ごとに 1回行つた。

l ABCの み   2 ABDの み   3 ACDの み   4 BCDの み  こD ABCDす
べ て

間 22放射線障害予防規程に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれか。

A 放射性同位元素の運搬を委託された者は,委託された運搬を行う前に,放射線障害予防規程を作成

し,必ず,文部科学大臣に届け出なければならない。  lぬ規力、↓を、1

B 届出使用者は,放射性同位元素の使用を開始する前に,放射線障害予防規程を作成 し,必ず,文部

科

曇套暑肇畢機基募蟻[暦魯ti∵Lτ「♂層Ъ賃貸業者は,賃貸の業を開始する前に,放射線障害予

Bと C (3)Bと D  5 Cと D

防規程を作成し,必ず,文部科学大臣に届け出なければならない。

D 許可使用者は,放射線障害予防規程を変更 したときは,変更の日から30日 以内に,必ず,文部科

学大臣に届け出なければならない。

l Aと B  2 Aと C  3

間 23教育訓練に関する次の記述のうち,放射線障害防止法上正 しいものの組合せはどれか。ただし,対象者

には,教育及び訓練の項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有 していると認められる

者は,含 まれないものとする。

A 放射線業務従事者及び取扱等業務に従事する者以外の者に対する教育及び訓練は,当該者が立ち入

る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。

B 取扱等業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らない者に対する教育及び訓練は,取扱等業

務を開始する前及び取扱等業務を開始 した後にあつては 1年 を超えない期間ごとに行わなければなら

ない。

C 取扱等業務に従事する者であつて,管理区域に立ち入らない者に対 し取扱等業務を開始する前に行

わなければならない教育及び訓練の時間数は定められていない。

D 放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例により管理区域でないものとみなされる区域に

立ち入る者に対 しては,教育及び訓練を行 うことを要しない。

(I≧
Aと B  2 Aと C  3 Bと C  4 Bと D  5 Cと D



間 24放射線業務従事者に対し,初めて管理区域にくち入るノに行う健康診断の方法としての問診及び検査又

は検診のうち,医師が必要と認める場合に限り行うものとして,放射線障害防止法上正しいものは,次の

うちどれか。

1 放射線の被ばく歴の有無 (問診)

2 末しよう血液中の血色素量又はヘマ トクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率

こフ眼
4 皮膚

5 文部科学大臣が定める部位及び項目

問 25次の記述のうち,許可使用者が放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し,講 じなければ

ならない措置として,放射線障害防止法上定められているものの組合せはどれか。

A 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し,実効線量並びに眼の水晶体及び皮膚につ

いての等価線量を算定すること。 ■a薄素ぃ名 1、

B 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には,当該 1年 間を含む5年間の累積

実効線量を集計し,記録しなければならない。

C 放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には
,

師による診断,必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。

D 放射線業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,放射線障害又は放射線

障害を受けたおそれの程度に応 じ,管理区域への立入時間の短縮,立入 りの禁止,放射線に被ばくす

るおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講 じ,必要な保健指導を行 うこと。

l  ABCの み   2 ABの み   3 ADの み  ④  CDの
み   5  BCDの み

問 26次のうち,許可使用者が備えるべ き帳簿に記載 しなければならない事項の細目として,放射線障害防止

法上定められているものの組合せはどれか。

A 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日,目 的,方法及び場所

B 放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所

C 放射線施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日,項 目並びに当該教育及び訓練を受け

た者の氏名

D 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量

l  ABCの み   2 ABDの み   3  ACDの み   4

遅滞なく,医

BCDの み
  () ABCDす

べ て


